


　農業農村整備事業に係る公共工事の品質確保及び向上を目的として、発注者が、『公共工事の品質確保の促進に関す
る法律』第 22 条第 1 項の定めに基づき、発注関係事務を適正に実施するために、発注者支援機関（以下、「支援機関」
という。）を活用しようとする場合において、発注関係事務を適切かつ公正に行うことができる支援機関の選定に資するた
め、農業農村整備事業発注者支援機関認定制度が定められ、令和 8 年 3月30日付けで認定されました。

◎支援機関認定要件 ◎適用業務

1.公平性、中立性が担保されること

2.法令の遵守及び高度な守秘義務が担保されること

3.品質確保対策関東協議会管内での活動実績がある公益法人等で
あって、農業農村整備の特性及び関係基準等に精通していること

4.業務の遂行に必要な所属支援技術者が常時確保されていること

本会では、土地改良区（連合）で抱えている諸問題の解決を図るため、
弁護士と契約を結び、法律相談等に対応していきます。
詳細については、相談窓口（各事業所）にお問い合わせください。

諸問題
解決のための相談窓口

●会員の資格：本会の会員の資格を有するものは、群馬県内の土地改良事業を行う者とする。（定款第8条）
●会　員　数：101団体

　農業構造転換集中対策期間（令和７年度から令和11年度までの５年間）において、農地の大区画化・汎用化等の条件整備や集積・集
約化をはじめ、スマート農業の展開に向けた基盤整備が推進される新たな「土地改良長期計画」、また、群馬県が策定する「群馬県農業
農村整備計画2026（ぐんま水土里保全整備プラン）」などの施策展開に迅速に対応し、会員共同の利益を増進することを目的として定
款に定める事業を行う。

1 調査設計及び事業計画書の作成
2 工事関係設計書の作成及び工事施工の技術援助
3 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
4 土地改良区の設立（施行認可等）事務

5 換地業務に関する指導及び書類の作成
6 確定測量及び確定図の調整
7 その他会員が行う業務等への支援

1 土地改良機関誌「群馬の土地改良」の発行
2 土地改良関係図書等の紹介

3 各種講習会、研修会の開催

1 土地改良事業に関する資料の収集、啓発推進及び指導
2 先進土地改良事業の研修
3 全国土地改良事業団体連合会等からの委託業務

1 小水力発電、太陽光発電に関する技術支援

1 連携管理保全計画（水土里ビジョン）策定の推進
2 統合整備の推進
3 施設管理、運営改善対策
4 研修・人材育成

土地改良事業に関する技術並びに事務援助1

1 土地改良施設の整備補修、修繕、一部更新等
2 防災・減災対策、施設管理の省エネ化・再エネ利用や
省力化のための施設整備

3 事業の事務手続き及び実施における指導、支援

1 農業水利施設のストックマネジメントに関する技術支援
2 水利権の更新、変更申請に関する技術支援

1 重要施設の耐震化に関する支援
2 点検・監視のための現地パトロール
3 管理等に関する技術研修会の開催
4 市町村・所有者等からの相談対応

1 農業集落排水施設の機能強化及び機能保全に関する技術援助
2 農業集落排水施設の更新又は改造の要否、工法等の調査診断
3 広域化・共同化を進めるため、下水道の接続検討等を行う
「維持管理適正化計画」の策定を推進

1 担い手育成対策関連事業の推進及び支援
2 農地集団化対策に関する指導、助言

1 基盤整備に関する技術的支援

1 農地地図情報システムの普及・啓発、利活用の推進 1 多面的機能支払交付金に関する支援
2 中山間地域等直接支払に関する支援

事業実施のため、各種資格の取得を推進し、常に技術力の向上に努めています。

農業農村整備事業発注者支援機関の認定 農業農村整備事業発注者支援機関 第4003号

1 土地改良事業促進のための請願、要望行動
2 土地改良功労者、優良団体の推せん及び表彰
3 土地改良事業推進のための諸会議の開催及び関係団体
との連絡、提携による要請活動

4 土地改良団体の育成強化についての推進及び土地改良団体役
職員の福利業務の指導啓発

5 その他土地改良事業の推進に関すること

土地改良事業に関する教育・指導及び広報事業2

土地改良事業に関する調査研究及び指導3

農業水利施設等を活用した再生可能エネルギーに関すること13

土地改良区機能強化支援事業4

土地改良区の運営基盤強化の支援に関すること15

国又は県の行う土地改良事業に対する協力16

土地改良施設維持管理適正化事業5
農業水利施設の保全・管理に関すること6

ため池サポートセンターぐんま に関すること7 農業集落排水に関すること8

担い手への農地の集積・集約化に関すること9 農地中間管理事業に関すること10

農地地図情報システムの活用に関すること11 日本型直接支払制度に関すること12

1 農道台帳（副本）の管理
2 農道台帳の作成及び技術支援

農村地域農道事業に関すること14

1 運営に関する相談対応及び助言
2 施設管理・統合整備に関する支援
3 財務・会計に関する支援 農業農村整備に係る新技術の活用に関すること17

その他定款第１条の目的達成に必要な事業18

会　　員

事業概要

・県単独公共事業（小規模農村整備事業）の推進
・土地改良区の運営基盤強化の支援

重点施策

名　称 区　　域 市町村 土地改良区（連合） 計
前橋支部 中部農業事務所管内（但し渋川農村整備センター管内除く） 3 11 14
高崎支部 西部農業事務所管内 9 19 28
渋川支部 中部農業事務所・渋川農村整備センター管内 3 2 5
沼田支部 利根沼田農業事務所管内 5 5 10
館林支部 東部農業事務所・館林農村整備センター管内 6 11 17
吾妻支部 吾妻農業事務所管内 6 7 13
太田支部 東部農業事務所管内（但し館林農村整備センター管内除く） 3 11 14
計 35 66 101

令和 8年 4月現在

分　野 資　　　格　　　名　　　称

農　業　土　木
全　般

技術士補－農業部門(5)、測量士(10)、測量士補(21)、1級土木施工管理技士(9)、2級土木施工管理技士(2)、
畑地かんがい技士(2)、防錆管理士(1)、第2種電気工事士(1)、
土地改良専門技術者－農業土木部門(11)－農村環境部門(3)－地域農業開発計画部門(3)

換　地　関　係 土地改良換地士(8)

集落排水･下水道
関　係

上級農業集落排水計画設計士(1)、下水道排水設備工事責任技術者(5)、浄化槽設備士(3)、浄化槽管理士(8)、
浄化槽技術管理者(6)、農業集落排水計画設計士(1)、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(5)

関　連　資　格
コンクリート技士(1)、農業農村地理情報システム技士(2)、地理空間情報専門技術者－GIS1級(2)、GIS2級(1)、
農業用ため池管理保全技士(2)、会計指導員(5)、公益法人会計検定2級(1)、日商簿記検定2級(2)、第1種衛生管理者(1)、
第2種衛生管理者(1)

（　）内の数字は資格保有者数　令和８年４月現在

業務区分 業務内容

設計・積算補助 ・設計図書（仕様書、図面等）の作成
・積算書の作成（積算、積算参考資料）

技術審査補助 ・入札・契約方法の選定
・技術資料の審査業務

監 督 補 助 ・工事の監督
・工事中の施工段階確認、施工状況・体制の評価

検 査 補 助 ・中間技術・既済部分、完成時の検査
・施工者、担当技術者の評価

有効期限 令和13年３月31日まで


